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１【提出理由】

当社は、2020年７月31日開催の当社取締役会において、株式会社ニチボーの全株式を取得し、子会社化することを

決定いたしました。本件は、特定子会社の異動に伴う子会社取得に該当することから、金融商品取引法第24条の５第

４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２【報告内容】

１.子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（１）取得対象子会社の概要

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ニチボー

本店の所在地 福岡市博多区板付4丁目7番28号

代表者の氏名 代表取締役社長　小溝 宏志

資本金の額 50百万円

純資産の額 745百万円　（2019年６月30日現在）

総資産の額 1,187百万円（2019年６月30日現在）

事業の内容 地盤改良・地すべり対策・法面保護工事
 

 
②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

 2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期

売上高　　（百万円） 1,669 1,723 2,131

営業利益　（百万円） 143 174 262

経常利益　（百万円） 151 183 272

当期純利益（百万円） 100 114 178
 

 
③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 取得対象子会社から建設工事と資材販売を受注しております。
 

 
（２）取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは、「環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき挑戦を続ける。」という経営理念のも

と、地域に根ざした営業活動を積極的に推進し、80年培った防災・減災の技術と技術に裏付けされた商品・製品・

サービスの提供を通じて地域社会に貢献することを目標に、事業を推進しております。

株式会社ニチボーは、九州全域で法面事業、及び地盤改良事業におきまして高い「技術力」と豊富な「実績」を

有しており、また、環境に配慮しつつ安全で適切な工法を採用する真摯な姿勢をもって、地場お取引先と強固な信

頼関係に基づく安定的な販路を構築しております。

今後、当社グループが主力とする建設事業の、特に法面工事におきまして、九州一円にネットワークを有する当

社グループの営業力と双方の技術力の融合により受注機会の拡大等、大いにシナジー効果を発揮出来るものと考

え、株式の取得を実施することといたしました。

 
（３）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

取得価格は、当社の純資産の15％以上に相当する額であります。なお、取得価額については、相手方の意向によ

り、開示は差し控えさせて頂きます。また、取得価額につきましては、第三者機関による財務デューデリジェンス

の結果等をもとに総合的に勘案し、公正妥当と考えられる金額にて決定しております。
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２.特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 株式会社ニチボー

住所 福岡市博多区板付4丁目7番28号

代表者の氏名 代表取締役社長　小溝 宏志

資本金の額 50百万円

事業の内容 地盤改良・地すべり対策・法面保護工事
 

 

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に

　　　対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

　　　　　異動前　　　　　－個（うち間接所有：－個）

　　　　 異動後　 　100,000個（うち間接所有：－個）

 
 　　②　当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

         異動前　　　　　－％（うち間接所有：－％）

　　　　　異動後　 　　　100％（うち間接所有：－％）

 

（３）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

当社は、2020年７月31日開催の当社取締役会決議により、株式会社ニチボーを子会社とすることについて決

定いたしました。株式会社ニチボーの資本金の額が、当社の資本金の額の10％以上に相当するため、当社の特

定子会社に該当する見込みとなりました。

 
②　異動の年月日

　　2020年８月31日（予定）
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